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担当民生委員・児童委員の変更
　該当地区にお住まいの方は、次の委員へご相談ください。
地区・氏名（敬称略）／
佐須町３丁目全域、４丁目１～14・内野和彦
佐須町４丁目15～68、５丁目全域・星　裕康
■問福祉総務課☎042－481－7101

監査委員の選任
　令和７年第４回調布市議会定例会で議会の同意を得て、監査委員に小山　
敦さんを令和８年１月１日付けで選任しました。任期は、令和11年12月31
日までです。 （総務課）

教育委員会委員の任命
　令和７年第４回調布市議会定例会で議会の同意を得て、教育委員会委員
に臼倉美智さんを令和７年12月18日付けで任命しました。任期は、令和11
年12月17日までです。 （総務課）

物価高対応子育て応援手当
　物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯に対し、物価高対応子育て
応援手当を支給します。
支給額／子ども１人につき２万円

対象（以下要件のいずれかに該当する方）
①　 令和７年９月分の児童手当受給者
②　 令和７年９月１日～令和８年３月31日に生まれた子どもの児童手当受
給者

③　①②のうち勤務先から児童手当が支給されている公務員
④　 ①の受給者の配偶者であって令和７年10月１日～令和８年３月31日に

離婚などにより新たに児童手当の受給者となった方。ただし、①の受
給者から金銭などを受け取っていた場合などは除く。詳細は要問い合
わせ

①②に該当する方は申請不要
１月19日にご案内を発送し、２月下旬支給予定。ただし②に該当する方は、
２月以降に順次ご案内を発送し、３月上旬以降に支給予定

③④に該当する方は要申請（受付中）
原則、電子申請。電子申請が難しい方は申請書（市■HPから印刷可）を提出
（郵送可）。申請期限は３月31日㈫（必着）。詳細は市■HP参照
③の公務員の場合は、所属庁からの証明または最新の給与明細
や口座の通帳のコピーなど児童手当の受給が確認できる書類の
添付が必要。なお、申請後３月31日までに子どもが生まれた場
合には再度要申請。申請期限は後日市■HPなどでお知らせ
■問子ども育成課☎042－481－7093
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税務システムの標準化に伴う
証明書などの様式の変更
　１月13日から、総務省の定める全国共通の税務システムに合わせて税に
関する証明書など（課税証明書、納税証明書、評価証明書など）の様式を
順次変更しています。なお、コンビニ交付は従来の様式のままです。
■他詳細は市■HP参照
■問市民税課☎042－481－7191、納税課☎042－481－7214
　資産税課☎042－481－7205～9、保険年金課☎050－1720－3706
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※車いすや手話通訳を希望する場合は要事前相談

第５回社会教育委員の会議
■日１月27日㈫午後１時30分～３時30分（受付１時15分～）
■所教育会館３階301研修室　
■定当日先着５人
■問社会教育課☎042－481－7490
公民館運営審議会第１回定例会
■日１月27日㈫午後２時～（受付１時45分～）
■所西部公民館第１学習室　
■定当日先着５人
■問東部公民館☎03－3309－4505
第１回バリアフリー推進協議会
■日２月６日㈮午前10時～11時30分（受付９時45分～）
■所文化会館たづくり12階大会議場　
■定当日先着10人
■問交通対策課☎042－481－7454■Ｆ042－481－6800
第４回廃棄物減量及び再利用促進審議会
■日２月６日㈮午後５時～（受付４時50分～）　
■所クリーンセンター　
■定当日先着３人
■問資源循環推進課☎042－306－8781
第５回都市計画審議会
■日２月９日㈪午前10時～（受付９時40分～）
■所市役所４階全員協議会室　
■定当日先着４人
■問まちづくり推進課☎042－481－7442
第５回地域福祉推進会議
■日２月12日㈭午後６時30分～８時（受付６時～）
■所文化会館たづくり10階1002学習室　
■定当日先着５人
■問福祉総務課☎042－481－7101

市HP

市HP

調布市道路網計画（案）
意見の提出（案の公開）期間／２月10日㈫（必着）まで
案の公開場所／意見の提出先、図書館、公民館などの公共施設、市■HP
意見の提出方法／直接（平日のみ）または郵送・FAX・Eメール・専用
フォームに住所、氏名、意見を明記し、期限までに提出先に提出（各公
共施設の意見提出箱にも提出可）
意見の提出先・問い合わせ／〒182－8511市役所７階まちづくり推進課
☎042－481－7587■Ｆ042－481－6800■Ｅ tokeido@city.chofu.lg.jp
提出意見と市の考え方の公表／３月末の計画改定時に市■HPなど

東京における都市計画道路の整備方針（案）
案の公開場所／東京都と市■HP、都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）、
調布市まちづくり推進課（市役所７階）
意見の提出方法／１月30日㈮までに都窓口・郵送・FAX・Eメール・提
出フォームで意見の提出先に提出
意見の提出先／〒163－8001東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
■Ｆ03－5388－1354■ＥS0000179＠section.metro.tokyo.jp
■他意見募集の詳細は東京都■HP参照
■問まちづくり推進課☎042－481－7587
　東京都都市整備局都市基盤部街路計画課☎03－5388－3379 東京都HP
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